
モード別相談数

問い合わせ 3 57 134 4 7 150 2 3 2 0 0 85 0 9 1 2 94 4 6 563

意見・要望 12 56 161 1 3 95 0 1 2 0 0 34 0 1 0 2 6 2 0 376

年度計 15 113 295 5 10 245 2 4 4 0 0 119 0 10 1 4 100 6 6 939

交通消費者行政相談窓口一覧（R8.4.1時点）

令和7年度行政相談窓口での相談受付

宇和島海事事務所

高知運輸支局

次長

総務・企画観光部門

℡０８９５－２２－０２６０

〒781-8010　　高知県高知市桟橋通５－４－５５
℡０８８－８３２－１１７５

　 四国運輸局では、交通に関する意見、要望、問い合わせ、苦情等の行政相談に対応するため、四国運輸局及び各運
輸支局に行政相談窓口を設置し、国民利益の保護と行政運営の改善を図っています。

組織名

四国運輸局

今治海事事務所 監理・運航部門

徳島運輸支局

香川運輸支局

愛媛運輸支局

旅客
鉄道

バ ス
ハイヤー・
タクシー

旅客
船

一般
管理

港湾運
送・港湾

自動車登
録・検査・

整備
自賠

レンタ
カー等

船舶 船員 観光
貨物
船

トラック
輸送

モードを
跨る事案 引越 宅配

連絡先

〒760-0019　　高松市サンポート３－３３
℡０８７－８０２－６７２７
〒770-0941　　徳島県徳島市万代町３－５－２
℡０８８－６２２－７６２２

〒761-8023　　香川県高松市鬼無町佐藤２０－１
℡０８７－８８２－１３５７
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〒791-1113　　愛媛県松山市森松町１０７０
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〒794-0013　　愛媛県今治市片原町１ー３－２
℡０８９８－３３－９００１

〒798-0003　　愛媛県宇和島市住吉町３－１－３
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≪主な相談事例≫

＜意見・要望の内容＞

高速バスに乗車中、渋滞していたこともあり、バス停より手前の信号待ち中に降ろされた。運転手としては到着時間に

遅れてしまうため、善意で降ろしてくれた思うが、危険な行為であり指導をお願いしたい。

＜措 置＞

事業者に事実確認したところ途中で降ろす緊急性は全くなく、旅客からも求められていないにもかかわらず、乗務員の

判断で降ろしてしまったとのこと。当該乗務員には再教育をしており、乗務員には法令遵守するよう周知しているとのこ

とで、当局からも指導の徹底を要請した。

＜意見・要望の内容＞

タクシー運転手の危険運転に遭遇し、不快な思いをした。指導又は処分してほしい。

＜措 置＞

運転手の危険行為や運転マナーについて、事実確認の上、運行管理者より適切に指導を行うよう要請した。

＜意見・要望の内容＞

レンタカー事業者による運転者の斡旋行為に係る苦情

＜措 置＞

支局に情報提供し、対応を依頼した。

＜意見・要望の内容＞

事業用自動車に幅寄せされた。ナンバーが分からないくらい後ろにつけられた。事業者へ電話をしたが、運輸局からも

指導をしてほしい。

＜措 置＞

事業者に事実確認をし、安全な車間距離を保って運行するよう指導した。

＜意見・要望の内容＞

給与明細の発行について

＜措 置＞

船主に対して、全雇用船員に対して給与明細の交付をするようお伝えした。

♢タクシー・ハイヤーに関する相談

◇バスに関する相談

♢レンタカーに関する相談

♢貨物に関する相談

♢整備に関する相談

＜意見・要望の内容＞

不正改造と思われる車両の通報について

＜措 置＞

使用者へハガキによる通報内容の事実確認を行った。

♢船員に関する相談


